
共同利用型出資金管理システムの概要 

当システムの大機能 

出資業務における最近の動向 
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・信用金庫法改正により、長期間所在不明な会員に対して除名が可能となり、除名対象となる会員の

厳格な管理を行うための事務負担が増加している。 

・近年、信金業界でも出資証券のペーパーレス化（不発行化）が急速に進んでいる。 

・近年の金融庁検査において、出資加入、脱退管理の厳格化が求められており、金庫では更なる業務

のスピードアップとコスト削減が必要となっている。 

 
 

  

 

共同利用型出資金管理システムとは出資の受付管理から郵便不着管理まで出資業務全般をシステ

ムで管理するサービスです。本部・営業店における受付事務支援（新規、増口、譲渡、脱退、 

諸届）、所在不明会員の除名に関する事務支援、出資証券の不発行に向けた対応を支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


